
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

◇５月７日（木）から次の６校で受付を開始します！  

学校名 住      所 電 話 番 号 

紫  野 〒603-8231  北区紫野大徳寺町２２ （０７５）４９１-０２２１ 

堀  川 〒604-8254  中京区東堀川通錦小路上る四坊堀川町６２２－２ （０７５）２１１-５３５１ 

日吉ケ丘 〒605-0000  東山区今熊野悲田院山町５－２２ （０７５）５６１-０７１０ 

開  建 〒601-8467  南区唐橋大宮尻町２２  （０７５）６８１-０７０１ 

京都工学院 〒612-0884  伏見区深草西出山町２３ （０７５）６４６-１５１５ 

京都奏和 〒612-0011  伏見区深草鈴塚町１３ （０７５）６４１-５１２１ 

 

※ 受付は平日の午前９時から午後３時までです（京都奏和高校は、午後２時から午後５時まで）。 

 

◇下記の条件を満たす団体が施設をご利用できます 
 

① 京都市に所在地を有している団体 

② スポーツ活動を目的とする構成員１０人以上の団体 

③ 成人を責任者とし、上記開放校の開放事業運営委員会に登録した団体 

 

◇ご利用の手続について 

ご利用を希望される上記開放校で手続をしてください。 

開放日時、実際のご利用についてのお問合せ等も、上記の開放校へお願いします。 

基本的な使用事項につきましては、裏面に掲載しておりますので、あわせてご確認ください。 

 

 

京 都 市 教 育 委 員 会 

【担当課】体育健康教育室（学校体育担当）℡:（０７５）７０８－５３２２／FAX:（０７５）５５１－９５５１ 

京都市では、社会体育活動の推進を図ることを目指し、気軽にスポーツに親しむ場として、 

京都市立高等学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で、幅広く市民の皆様に開放しています。 

体育施設開放のご案内 
令 和 ８ 年 度  京 都 市 立 高 等 学 校 

※ ①～③のすべてを満たした団体がご利用できます。 



           利 用 に あ た っ て   
１ 利用の手続 

利用に際しての手続は次のとおりですので、各開放校で手続を行ってください。 

（各種申請書は各開放校にあります。） 

（１）利用しようとする団体は、開放校の運営委員会に「登録申請書」を提出し登録をします。 

（２）開放施設を利用しようとするときは、運営委員会に「学校体育施設使用許可申請書」を提出し、

開放施設の利用の許可を受けてください。 

（３）団体の登録申請及び施設使用許可申請の受付は、令和８年５月７日（木）から使用日の１週間前

まで各開放校で受け付けます。 

ただし、受付初日に施設使用許可申請の希望が多数の場合は、午前１０時まで（京都奏和高校に

ついては午後３時まで）に来られた団体を対象に抽選します。なお、その後については、先着順

により許可申請を受け付けます。 

（４）受付時間は、平日の午前９時から午後３時（京都奏和高校については、午後２時～午後５時）

とします。 

（５）利用団体は、「学校体育施設使用許可申請書」に記載された許可条件並びに「２ 利用上の注意

事項」を遵守して利用してください。 

（６）開放施設の利用については、管理指導員の指示に従い、利用が終わった後は管理指導員に報告し、

後片付け等の指示を受けてください。また、管理指導員が天候等の事情により利用の中止等を指示

した場合には、必ずその指示に従ってください。 

 

２ 利用上の注意事項 

利用上の注意事項は次のとおりですので、必ず守って利用してください。 

（１）許可された日の利用を取りやめる場合は速やかに連絡すること。 

（取消の連絡がない場合は、今後の利用を制限することがあります） 

（２）使用権を第三者に譲渡又は転貸しないこと。 

（３）使用を許可された施設以外の学校施設に立ち入らないこと。 

（４）許可された種目以外のスポーツをしないこと。 

（５）使用時間を守ること。 

（６）スポーツのできる服装で来ること。 

（７）自動車での来校はしないこと。（学校敷地内は駐車できません。） 

（８）騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等の行為をしないこと。 

（９）防火防犯に努めること。 

（10）校内で飲酒し、又は、酒気をおびて使用しないこと。 

（11）学校敷地内は全面禁煙であり、喫煙しないこと。 

（12）近隣に迷惑をかけないこと。 

（13）校内電話は利用しないこと。 

（14）使用後は清掃し、使用した用具等を整備し全て使用前の状態に復すること。 

（15）ごみは、使用者が持ち帰ること。 

（16）利用を終えた団体の責任者は管理指導員に報告し、使用した施設及び設備の点検を受けること。 

（17）その他開放事業運営委員会、校長（職員）又は管理指導員の指示に従うこと。 

（18）営利目的の使用は禁止する。 

 

※なお、施設の使用を許可した後であっても、学校教育上、施設の管理運営上に支障がある場合、 

申請に虚偽があると認めた場合又は利用上の注意事項の規定に違反したと認めた場合は、 

その許可を取り消すことがあります。 

 

３ 開放中の事故及び施設の破損 

（１）開放による活動中の事故については、開放校及び京都市教育委員会は一切その責任を負いません

ので、利用団体ですべて処理してください。 

（２）開放施設又は設備を破損したときは、その損害を賠償していただきます。 

 

４ 実費徴収 

照明を使用した場合等は、その実費を徴収します。 


